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厚生労働省医政局医薬産業振興・ 医療情報企画課 

 

鎮咳薬（ 咳止め）・ 去痰薬の在庫逼迫に伴う 協力依頼 

 

医薬品の安定供給につき ま し ては、平素よ り 御尽力いただき 、御礼申し 上げま

す。  

新型コ ロ ナウ イ ルス 、感染症の流行以降、 種々の感染症の減少によ り 、市場の

鎮咳薬（ 咳止め） ・ 去痰薬の供給量が縮小する 中で、 今般、 新型コ ロ ナウ イ ルス

感染症やイ ンフ ルエンザ等の感染症の拡大に伴い鎮咳薬（ 咳止め） ・ 去痰薬の需

要が増加し ており 、 製造販売業者から の限定出荷が生じ ていま す。  

市場の供給量を確認する と 、主要な解熱鎮痛薬については、新型コ ロ ナウ イ ル

ス 感染症の流行以前の約1. 5倍ま で、ト ラ ネキサム酸については、約2. 3倍ま でそ

れぞれ増産さ れている 一方で、 主要な鎮咳薬（ 咳止め） の供給量については、 新

型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の流行以前の約85％ま で生産量が低下し ており 、 ま た

主要な去痰薬の供給量については、 新型コ ロ ナウ イ ルス 感染症の流行以前と 同

程度ではある も のの、メ ーカー在庫が減少し ている 状況です。企業においては可

能な限り の増産対応を 行っ ている と こ ろ ではあり ま すが、 安定的に供給さ れる

には一定の期間を要する と こ ろです。  

 

こ のよ う な状況について、貴管下関係医療機関、薬局及び医薬品卸売販売業者

等に対し て周知いただく と と も に、 限ら れた医療資源を 必要な患者に適切に供

給でき る よ う 、 鎮咳薬（ 咳止め）・ 去痰薬が安定的に供給さ れる ま での間、 下記

について、 周知をお願いし たく 存じ ま す。  

 

 

 

記 

 

 

都 道 府 県 

保健所設置市 

特 別 区 

収　受
埼玉県

'23.10.03

薬務課



 

１ .  鎮咳薬（ 咳止め）・ 去痰薬については、 初期から の長期での処方を 控えてい

ただき 、 医師が必要と 判断し た患者へ最小日数での処方に努めていただき た

いこ と 。ま た、その際に残薬の有効活用についても 併せて御検討いただき たい

こ と 。  

 

２ ． 薬局におかれては、 処方さ れた鎮咳薬（ 咳止め） ・ 去痰薬について、 自ら の

店舗だけでは供給が困難な場合であっ ても 、 系列店舗や地域における 連携に

よ り 可能な限り 調整を し ていただき たいこ と 。  

 

３ ． 鎮咳薬（ 咳止め）・ 去痰薬について、 必要な患者に広く 行き 渡る よ う 、 過剰

な発注は控えていただき 、 当面の必要量に見合う 量のみの購入を お願いし た

いこ と 。  

 


